
 

   公益財団法人高松市スポーツ協会高松市スポーツ少年団顕彰要領  

 

 （趣旨）  

第１条  この要領は、公益財団法人高松市スポーツ協会（以下「協会」という。）

高松市スポーツ少年団設置規程（以下「設置規程」という。）第５条第１項第

７号の規定に基づき、高松市スポーツ少年団（以下「スポ少」という。）の顕

彰に関し必要な事項を定めるものとする。  

 （顕彰の形式）  

第２条  顕彰は、スポ少本部長名をもって行い、表彰状又は感謝状を贈呈する。  

 （顕彰の基準）  

第３条  顕彰は、次の各号のいずれかに該当する者とする。  

 ⑴  日本スポーツ少年団指導者制度に基づき認定された認定育成員又は認定

員の資格を持ち、今後引き続きスポ少の育成指導を行い、２０年以上にわ

たりスポ少の育成指導に貢献し、特に顕著な功績のある登録指導者  

⑵  団員の模範となって団活動に参加した登録団員  

２  前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は除く。  

⑴  日本スポーツ少年団、香川県スポーツ少年団又はスポ少の顕彰を受賞し

たことがある登録指導者  

⑵  スポ少の顕彰を受賞したことがある登録団員  

３  スポ少の発展に貢献し、勇退する本部長には、協会会長及び後任の本部長

の連名により、感謝状を贈呈する。  

 （候補者の推薦）  

第４条  候補者の推薦は、様式第１号又は様式第２号によりスポ少単位団の代  

表者が所定の期日までにスポ少本部長へ届出する。  

 （表彰者の決定）  

第５条  表彰者の決定は、設置規程第１７条に規定する常任委員会で行う。  

 （要領の改正）  

第６条  この要領の改正は、常任委員会の決議を経て改正することができる。  

 （委任）  

第７条  この要領の施行に関し必要な事項は、スポ少本部長が定める。  



 

附  則  

 この要領は、平成３０年第１回臨時委員総会の決議があった日から施行し、  

同年４月１日から適用する。  



 

様式第１号（第４条関係）  

指導者用  

年度高松市スポーツ少年団本部長表彰指導者推薦書 

 

氏   名  
ふ り が な  

性  別  男・女  
 

生年月日      年   月   日生 年  齢        歳  

住   所  

〒    

    

 

☎  

所属団名  

 

 

      スポーツ少年団

認定  

番号  

認定育成員  36N 

認 定 員  36K 

所 属 団 に  

お け る 役 割 

 

 

 

育 成 指 導 歴 

 

 

（ 推 薦 は ２ ０ 年 以 上 継 続 し て 指 導 し て い る こ と が 条 件 と な り ま す 。）  

推 薦 理 由 

 

 

 

 

 

 

 上記のとおり推薦します。  

      年   月   日  

                         スポーツ少年団  

団代表者  住所                  

                氏名          印  

                電話番号              

 



 

様式第２号（第４条関係）  

団員用  

年度高松市スポーツ少年団本部長表彰団員推薦書 

 

氏   名  
ふ り が な  

性  別  男・女  
 

生年月日      年   月   日生 年  齢        歳  

住   所  

〒    

    

 

☎  

所属団名       スポーツ少年団

所 属 団 に  

お け る 役 割 

 

 

 

活 動 歴  

 

 

 

推 薦 理 由 

 

 

 

 

 

 

 上記のとおり推薦します。  

      年   月   日  

                         スポーツ少年団  

団代表者  住所                  

                氏名          印  

                電話番号              


